
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 総   論 

 根拠法等 

 

〔医療需要・必要病床数の推計方法〕 

●厚生労働省から提供された基礎データをもとに、医療法施行規則（昭和２３年１１月５日厚生省令第５０号）に定められた計算

式により、構想区域ごと、病床の機能区分ごとに算出 

● 医療需要・必要病床数及び居宅等における医療の必要量 

●二次医療圏を原則としつつ，①人口規模，②患者の受療動向，③疾病構造の変化，④基幹病院

までのアクセス時間等の要素を勘案して設定 

 

宮城県の構想区域（案） ４区域 

  仙南区域，仙台区域，大崎・栗原区域，石巻・登米・気仙沼区域 

  ※ 二次医療圏と一致 

 

［主な理由］ 

●第 6次宮城県地域医療計画（H25.4策定）において，将来にわたる震災復興や連携も踏まえ，

より広域的な視点で医療提供体制を構築していくため，二次医療圏の見直しを行っていること 

●東日本大震災後，沿岸部における新たなまちづくりや復興道路の整備など将来に向けたインフ

ラ整備が進んでおり，今後も相当整備が進むと見込まれること 

● 構想区域の設定 

●本県の人口は，2004年を境に減少局面 

●2015年から 2025年までの 10年間で，総人口は 230万 6千人

から 221万人へと減少（9万 6千人減） 

●年齢階級別にみると，65歳未満人口は 18万 1千人減少し，

65歳以上人口は 8万 5千人増加 

●高齢化率は 25.7％から 30.7％に上昇 

●構想区域別にみると，仙台区域は，全体の人口は横ばいで推

移するも 65 歳以上人口は 7 万 2 千人増加。それ以外の区域

は，全体の人口が減少する中で 65歳以上人口がやや増加 

● 少子高齢化の進行 

構想区域 区分 
医療需要と必要病床数（上段:人／日 下段：床）（※） 在宅医療等の必要量（※） 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計 訪問診療（人） 老健他（人／日） 計 

仙南 
医療需要 70 278 411 307 1,066 

533 1,255 1,788 
必要病床数 * 93 357 456 334 1,240 

仙台 
医療需要 1,349 3,899 3,509 2,304 11,061 

8,706 8,238 16,944 
必要病床数 * 1,798 4,999 3,899 2,505 13,201 

大崎・栗原 
医療需要 137 442 602 446 1,627 

1,040 1,841 2,881 
必要病床数 * 182 567 669 484 1,902 

石巻・登米・ 

気仙沼 

医療需要 144 531 883 537 2,095 
1,976 2,263 4,239 

必要病床数 * 192 681 981 584 2,438 

宮城県 
医療需要 1,700 5,150 5,405 3,594 15,849 

12,255 13,597 25,852 
必要病床数 * 2,265 6,604 6,005 3,907 18,781 

 *  医療需要から必要病床数への換算は、病床稼働率での割り戻しによる／厚生労働省令（高度急性期 75％、急性期 78％、回復期 90％、慢性期 92％） 

（注）「訪問診療」とは、１月当たりの在宅患者訪問診療料を算定している患者数を示す。また、「老健施設」とは、介護老人保険施設の施設サービス受給者数を示す。 

 

〔2025年の医療需要の基本的な考え方〕 

（二次医療圏間の流出入） 

医療資源の状況や患者の受療動向などを踏まえ，高度

急性期と急性期は現行の流出入割合で，回復期と慢性

期については構想区域（二次医療圏）内で完結するケ

ースで推計 

１ 策定の趣旨 

宮城県地域医療構想最終案〔概要版〕 

 

●第６次宮城県地域医療計画の一部 

●2025 年における医療需要と必要病床数

の推計を示す 

●2025 年における居宅等における医療の

必要量の推計を示す 

● 構想の位置づけ 

〔都道府県間における流出入に伴う医療需要の調整〕 

現状の流出入を前提として必要病床数を推計 

※調整対象：岩手県，福島県，東京都 

  県全体で 1日当たり 145人の需要の増加となる 

〔療養病床入院患者の状況〕 

〔調査結果〕（2015年 12月 1日時点） 

●医療療養病床の入院患者数   1,499人 

うち医療区分１の入院患者数   385人（25.7％） 

●医療区分１の入院患者の状況 

・入院による医療介入が必要という理由で退院が困難な患者     50.1％ 

●国の算定方法では療養病床入院患者のうち医療区分１の患者数の７０％を在宅医

療等で対応するとしているが、本県の療養病床入院患者のうち医療区分１の患者

は、入院による医療介入を必要とする割合が高いという実態を踏まえながら、今

後の慢性期及び在宅医療等の対応を考えていく必要がある。 

入院による医療介

入が必要で無いに

もかかわらず，退

院が困難な患者 

    33.5％ 

その他 

16.4％ 

入院による医療介

入が必要という理

由で退院が困難な

患者   50.1％ 

 

● 医療資源の現状 

■ 急速に少子高齢化が進行する中，2025年にはいわゆる「団塊の世代」が後期高齢者となり，

医療需要が増大し，疾病構造も変化すると予測 

■ 限られた医療資源のなかで，適切な医療や介護を将来にわたって持続的，かつ，安定的に

提供していくための対応が喫緊の課題 

■ 平成 26年 6月に成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律」により医療法が改正され，各都道府県が医療計画におい

て，将来の医療提供体制に関する構想（地域医療構想）を策定することが規定 

（医療法第 30条の 4第 2項第 7号／平成 27年 4月 1日施行） 

■ 本県では，医療を取り巻く環境変化や関係法令等を踏まえ，地域の実情に即した「宮城県

地域医療構想」を策定 

 

医療機能の名称 医療資源投入量 基本的な考え方 

高度急性期 3,000点以上 急性期の患者に対し当該患者の状態の早期安定に向けて，診療密度の特に高い医療を提供するもの 

急性期 600点以上 急性期の患者に対し当該患者の状態の早期安定に向けて，医療を提供するもの（上記に該当するものを除く） 

回復期 175点以上 

急性期を経過した患者に対し，在宅復帰に向けた医療又はリハビリテーションの提供を行うもの（急性期を

経過した脳血管疾患，大腿頚部骨折その他の疾患の患者に対し，ADLの向上及び在宅復帰を目的としたリハ

ビリテーションの提供を集中的に行うものを含む） 

慢性期 175点未満 
長期にわたり療養が必要な患者（長期にわたり療養が必要な重度の障害者，筋ジストロフィ患者，難病患者

その他の疾患の患者を含む）を入院させるもの 

 

（千人） 

（出典）国勢調査報告、日本の地域別将来推計人口［H25.3中位推計］ 

（注）〈〉内の数字は計（四捨五入のため計が一致しない場合がある） 

 

139 1,677 1,070 1,100 132

病床数 10万対 病床数 10万対

15,109 649.0 3,552 153.0
※【参考】人口10万対病床数（全国）一般病床783、療養病床267

※医療施設数は2016年4月1日現在，病床数は2016年3月31日現在

訪問看護

ステーション
病院数 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

一般病床 療養病床

医師数 歯科医師数 薬剤師数 看護師数

下段10万対 下段10万対 下段10万対 下段10万対

5,407 1,858 5,028 18,119

232.3 79.8 216.0 778.4

※2014年12月31日現在

※【参考】人口10万対（全国）医師245.0、歯科医師81.9、

 薬剤師226.9、看護師855.6

〔宮城県の人口構造の見通し（2010-2040）〕 

〈2,348〉 〈2,306〉 〈2,269〉 〈2,210〉 〈2,141〉 
〈2,062〉 〈1,973〉 

〔２０２５年の医療需要と必要病床数・在宅医療等の必要量（推計値）〕 

資 料 ５ 

3,173 3,039
2,068 2,265 2,298 2,299 2,270

11,334 11,027

5,637
6,604 6,891 7,017 6,983

1,525 1,792

4,937

6,005
6,373 6,555 6,527

3,994 3,979

3,364

3,907
4,224 4,400 4,371

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2014.7.1 2015.7.1 2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

慢性期

回復期

急性期

高度急性期

【病床機能報告】

（床）

【病床機能報告】

2,588

医療区分１の70％

と175点未満の計

334

無回答

298

無回答

〔病床機能報告結果と必要病床数の見通し（2013-2040）〕 

※必要病床数の数字は「以上」、在宅医療等の必要量の数字は「以内」を表す。 



  

 

 

 

 仙南区域 仙台区域 大崎・栗原区域 石巻・登米・気仙沼区域   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口構造の見

通し 
（国立社会保障・人

口問題研究所推計） 

 

 

(注)〈〉内の数字は計 

（四捨五入のため計

が一致しない場合が

ある） 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

医療施設数 
（2016.4.1現在） 

 

病床数 
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３ 区域別構想 

 根拠法等 

４ 地域医療構想の推進体制 

 根拠法等 

 

【設置趣旨】 将来の病床の必要量を達成するための方策その他の地

域医療構想の達成を推進するための必要な協議を行う 

【設置方法】 県が、構想区域（二次医療圏）ごとに設置 

【委員構成】 医師会・歯科医師会・薬剤師会・看護協会・病院団体・

医療保険者・市町村等 

【開催頻度】 毎年度１回以上開催 

【主な協議事項】 

ア）地域の医療提供体制の現状と将来目指すべき姿の認識の共有 

イ）地域医療構想を実現する上での課題の抽出 

ウ）地域医療介護総合確保基金を活用した具体的な事業の議論 

地域医療構想調整会議 

 
【設置趣旨】 

病床の機能分化・連携の在り方
について協議 
【設置方法】 

県が必要に応じて設置 
【委員構成】 
医師会・当事者・利害関係者等 

【開催頻度】 
必要の都度 

▲▲地区病床機能分

化連携協議会（仮称） 
 
【設置趣旨】 

在宅医療等の充実に向けた取組
等について協議 
【設置方法】 

県が必要に応じて設置 
【委員構成】 
三師会・看護協会・市町村等 

【開催頻度】 
必要の都度 

▲▲地区在宅医療等 

推進協議会（仮称） 

医療機関相互の協議・医
療機関の自主的な取組 

地域医療介護総合確保
基金を活用した事業展開 

医療保険者・市町村等の
構想達成に向けた取組 

医療審議会 

地域医療介護総合 
確保推進委員会 

毎年度の病床機能報
告制度による集計数 

毎年度の在宅医療提
供体制の現状 

毎年度の施設系介護
保険関連サービスの
整備状況 

必要病床数と在宅医
療等の必要量 

 
比
較 

＋ 

＋ 

➊ 病床機能の分化・連携の推進 

・地域医療介護総合確保基金等を有効に活用した施策の実施 

・各構想区域の実情に即した医療機能や医療提供体制の充足、入院から在宅ま

での患者の流れの円滑化を促進，質が高く効率的な医療提供体制の構築 

・医療機関相互の診療情報等の共有を図るためのＩＣＴ等を活用した地域医療

ネットワークの構築 

➋ 在宅医療等の充実 

・在支診・在支病の整備 

・在宅医療に従事する医師・看護師等の確保・養成等 

・在宅療養を支える病院・一般診療所・歯科診療所・保険薬局・訪問看護ステ

ーション等の充実 

・訪問診療に必要な施設・設備の整備 

・在宅医療・介護連携の推進主体である市町村と関係団体の連携体制の強化 

・地域住民への在宅医療・介護に関する適切な情報提供等 

➌ 医療従事者の確保・育成 

・医師不足、地域や診療科による医師の偏在の解消に向けた取組の実施 

・看護職員等の確保・養成等 

・医学生修学資金貸付事業等の継続的取組による更なる医師確保、県内定着 

・看護学生修学資金貸付制度の取組による県内就業の促進等 

・院内保育所の設置への支援 

・看護職員等の医療従事者の離職防止・定着促進に向けた復職支援や勤務環境

改善等の取組の推進 

 

千人 千人 千人 
●地域医療構想の達成に向けた取組の方向性 

●地域医療構想調整会議 

地域医療構想調整会議において地域の医療提供体制の現状の確認をする

とともに、将来目指すべき姿について、関係者間の認識を共有し、医療審

議会にもその状況を報告 

●進行管理 

88 93 94 94 90

332 357 370 373 360

314

456 473 478 461

357

334
356 369

357

192

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

高度急性期 急性期 回復期 慢性期

医療区分１の70％

と175点未満の計（床）

13 114 70 87 6

在宅療養
支援病院

在宅療養
支援診療所

在宅療養支援

歯科診療所

基準調剤加
算届出薬局

4 8 10 9

病床数 10万対 病床数 10万対

945 536.8 380 215.8

訪問看護
ステーション

病院数 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

一般病床 療養病床

79 1,179 756 730 94

在宅療養
支援病院

在宅療養
支援診療所

在宅療養支援

歯科診療所

基準調剤加
算届出薬局

10 96 40 30

病床数 10万対 病床数 10万対

10,637 697.1 1,535 100.6

病院数 一般診療所 歯科診療所 保険薬局
訪問看護
ステーション

一般病床 療養病床

26 170 108 144 14

在宅療養
支援病院

在宅療養
支援診療所

在宅療養支援

歯科診療所

基準調剤加
算届出薬局

4 17 5 6

病床数 10万対 病床数 10万対

1,605 585.6 1,098 400.6

訪問看護
ステーション

一般病床 療養病床

病院数 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

21 214 136 139 18

在宅療養
支援病院

在宅療養
支援診療所

在宅療養支援

歯科診療所

基準調剤加
算届出薬局

1 23 14 13

病床数 10万対 病床数 10万対

1,922 548.7 539 153.9

訪問看護
ステーション

一般病床 療養病床

病院数 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

1,604 1,798 1,838 1,852 1,846 

4,086 
4,999 5,267 5,408 5,445 

3,311 

3,899 
4,239 4,437 4,507 

1,996 

2,505 
2,769 

2,922 2,966 

1,676 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

高度急性期 急性期 回復期 慢性期

医療区分１の70％

と175点未満の計

（床）

187 182 178 172 163

573 567 572 569 543

572 669 676 676 644

668 484 500 511
478

671

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

高度急性期 急性期 回復期 慢性期

医療区分１の70％

と175点未満の計（床）

189 192 188 181 171 

646 681 682 667 635 

740 
981 985 964 915 

343 

584 599 598 
570 49 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

高度急性期 急性期 回復期 慢性期

医療区分１の70％

と175点未満の計

（床）

22 20 18 16 15 13 12 

113 
102 

93 85 80 74 67 

22 
25 

28 
25 

21 
18 

19 

27 
29 

30 
33 

36 
36 

34 

0

20

40

60

80

100

120

140
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千人 

　　（注）「訪問診療」は、１月当たりの在宅患者訪問診療料を算定している患者数。
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　　（注）「訪問診療」は、１月当たりの在宅患者訪問診療料を算定している患者数。
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　　（注）「訪問診療」は、１月当たりの在宅患者訪問診療料を算定している患者数。
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2013年度 2025年 2030年 2035年 2040年

訪問診療等を除く在宅医療等 訪問診療

（人／日）、（注）参照

高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 合計（※）

93 357 456 334 1,240

訪問診療
（人）

老健施設等
その他(人／日)

合計（※）

533 1,255 1,788

必要病床数（床）

在宅医療等の必要量

※必要病床数の数字は「以上」、在宅医療等の必要量の数字は「以
内」を表す。

高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 合計（※）

1,798 4,999 3,899 2,505 13,201

訪問診療
（人）

老健施設等
その他(人／日)

合計（※）

8,706 8,238 16,944

在宅医療等の必要量

※必要病床数の数字は「以上」、在宅医療等の必要量の数字は「以
内」を表す。

必要病床数（床）

高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 合計（※）

182 567 669 484 1,902

訪問診療
（人）

老健施設等
その他(人／日)

合計（※）

1,040 1,841 2,881

必要病床数（床）

在宅医療等の必要量

※必要病床数の数字は「以上」、在宅医療等の必要量の数字は「以
内」を表す。

高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 合計（※）

192 681 981 584 2,438

訪問診療
（人）

老健施設等
その他(人／日)

合計（※）

1,976 2,263 4,239
※必要病床数の数字は「以上」、在宅医療等の必要量の数字は「以
内」を表す。

必要病床数（床）

在宅医療等の必要量

〈1,490〉 〈1,499〉 〈1,501〉 〈1,488〉 〈1,463〉 〈1,430〉 〈1,386〉 
〈184〉 〈176〉 

〈168〉 
〈160〉 

〈151〉 
〈142〉 〈133〉 

〈286〉 
〈273〉 

〈258〉 
〈242〉 

〈227〉 
〈213〉 

〈197〉 

〈389〉 

〈357〉 〈342〉 
〈321〉 

〈299〉 
〈278〉 

〈257〉 


